
京
都
大
学
化
学
研
究
所
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
平
成
十
七
年
達
示
第
五
十
五
号
）

京
都
大
学
化
学
研
究
所
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
所
長
）

第
三
条
の
二

化
学
研
究
所
に
、
副
所
長
二
名
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

副
所
長
は
、
化
学
研
究
所
の
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
所
長
が
指
名
す
る
。

３

副
所
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
所
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
所
長
は
、
所
長
の
職
務
を
助
け
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。


